
３ 食 品 機 動 監 視 課 事 業
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　平成 ４年度～ 食 品 広 域 監 視 班 県下8班

　平成 ９年度～ 食品（広域）監視班 県下７班

　平成12年度～ 食 品 広 域 監 視 班 県下５班 （市川・柏・佐倉・香取・茂原）

食 品 監 視 課 県下２課 （安房・木更津）

　平成16年度～ 食 品 広 域 監 視 班 県下５班 （習志野・柏・印旛・香取・長生）

　平成20年度～ 食 品 機 動 監 視 班 県下7班 （習志野･松戸･印旛･香取･長生･安房･君津）

　平成24年度～ 食 品 機 動 監 視 課 県下7課 （習志野･松戸･印旛･香取･長生･安房･君津）

食品広域監視班等

３　食品機動監視課事業

「千葉県食品衛生監視指導計画」に基づき監視指導及び食品の収去等を実施している。

食品衛生監視員が３～４名で構成されている。

食品機動監視課の業務は、千葉県組織規程により定められているほか、健康生活支援課

との業務分担等について、「食品営業施設等監視指導事務処理要領」により規定されている。

これにより、食品機動監視課は主として、食品衛生法施行令第３５条に規定する営業のうち

卸売市場法第２条第２項の卸売市場、いわゆる大規模小売店舗、集団給食施設等を対象に、

なお、食品機動監視課は近隣の健康福祉センター（保健所）を兼務し、１課当たりの専任の
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許可を要する施設 許可を要しない施設 合　　　　　　計

機関名

行
政
処
分

行
政
処
分

以
外
の
措
置

指
導
票
交
付

行
政
処
分

行
政
処
分

以
外
の
措
置

指
導
票
交
付

行
政
処
分

行
政
処
分

以
外
の
措
置

指
導
票
交
付

習志野 1,276 2,248 2 286 669 1,562 2,917 2

市川 1,425 2,467 4 315 817 1,740 3,284 4

松戸 2,059 3,364 1 868 2,429 2,927 5,793 1

野田 497 815 134 369 631 1,184

印旛 1,876 4,331 1 3 387 2,513 2,263 6,844 1 3

香取 533 1,289 1 1 98 767 631 2,056 1 1

海匝 978 2,434 1 1 138 1,384 1,116 3,818 1 1

山武 1,016 1,661 200 829 1,216 2,490

長生 698 1,452 158 855 856 2,307

夷隅 567 970 89 504 656 1,474

安房 1,181 2,374 76 1,450 1,257 3,824

君津 1,309 2,881 369 1,587 2 1,678 4,468 2

市原 726 1,844 235 1,011 961 2,855

計 14,141 28,130 1 3 11 3,353 15,184 2 17,494 43,314 1 5 11

施設数監視件数施設数

違反者等に対
する措置件数

表２－１　保健所別食品機動監視課所掌施設数・監視件数・行政処分件数・指導票交付件数

違反者等に対
する措置件数

違反者等に対
する措置件数

区分

監視件数施設数監視件数
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一般食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ 等 383 518 333 83 820 193 352 251 267 198 381 596 401 4,776

仕出し屋・ 弁当屋 180 155 245 68 260 92 119 102 84 46 135 144 108 1,738

旅館 4 53 36 11 68 16 24 25 68 113 207 54 21 700

その他 555 579 954 160 967 237 612 337 361 170 487 794 505 6,718

小計 1,122 1,305 1,568 322 2,115 538 1,107 715 780 527 1,210 1,588 1,035 13,932

244 265 388 92 426 141 234 163 122 64 211 230 144 2,724

7 3 3 7 3 5 8 36

9 1 6 23 8 10 8 11 5 14 95

2 1 1 4

111 143 281 49 378 106 230 140 84 99 186 212 137 2,156

1 2 9 20 5 37

1 1 12 3 24 1 1 2 2 6 2 55

27 9 13 4 40 9 66 27 9 12 40 15 1 272

5 1 6 13 9 6 24 9 3 4 12 92

204 257 319 101 252 39 88 83 81 38 87 83 72 1,704

6 2 1 5 8 8 3 4 6 1 44

21 36 52 6 76 22 22 23 12 6 53 61 25 415

243 276 358 107 423 134 200 157 133 78 208 269 195 2,781

6 7 15 2 38 13 21 11 10 2 6 12 11 154

121 115 291 44 297 108 158 121 96 52 118 182 141 1,844

10 2 2 16 12 9 9 6 3 5 8 82

4 1 4 2 3 14

4 1 15 3 2 4 2 31

2 4 1 7

2 3 6 11 9 25 17 10 5 22 4 3 117

8 1 4 15 3 8 21 4 1 7 72

14 3 5 7 15 4 24 10 3 1 5 8 1 100

1 3 4 4 7 5 8 9 9 4 13 67

13 1 7 1 14 5 5 15 7 6 21 16 8 119

1 3 4

4 11 14 5 18 2 10 9 14 4 9 6 4 110

51 29 26 11 101 78 109 104 33 42 125 78 19 806

2 1 3 7 8 4 6 4 7 3 16 30 91

11 1 1 6 21 12 5 11 13 3 10 1 95

2 13 7 2 2 1 10 3 40

1 1 3 2 2 1 5 1 2 4 5 3 30

2,248 2,467 3,364 815 4,331 1,289 2,434 1,661 1,452 970 2,374 2,881 1,844 28,130

学　校 12 11 15 1 53 2 1 37 18 4 6 10 7 177

病院・診療所 6 4 9 3 6 1 1 3 12 4 49

事業所 2 1 4 1 1 3 2 14

その他 8 24 5 59 4 6 13 2 17 31 13 182

小計 26 15 50 10 122 7 3 43 35 6 38 47 20 422

1 1

13 5 24 16 49 31 69 33 13 16 60 32 9 370

84 108 210 47 247 95 161 101 98 49 146 179 130 1,655

96 119 420 49 380 132 231 124 144 82 249 255 157 2,438

135 178 534 75 558 156 278 159 185 103 308 323 195 3,187

143 213 676 79 667 183 358 180 213 149 373 362 227 3,823

3 1 5 2 1 12

82 83 221 38 231 83 150 97 83 52 111 179 138 1,548

1 1

87 96 293 55 258 80 134 91 84 47 160 208 134 1,727

669 817 2,429 369 2,513 767 1,384 829 855 504 1,450 1,587 1,011 15,184

※　法第１１条第１項の規定により規格が定められたものを除く

氷雪採取業

器 具 、 容 器 包 装 、 お も
ちゃの製造業又は販売業

計

許
可
を
要
し
な
い
業
種

給
食
施
設

乳さく取業

食品製造業

野菜・果実販売業

そうざい販売業

添加物製造業　※

添加物販売業

菓子（パンを含む）販売業

食品販売業（上記以外）

そうざい製造業

納豆製造業

めん類製造業

マーガリン又はショートニ
ング製造業

食肉販売業

酒類製造業

豆腐製造業

醤油製造業

ソース類製造業

夷隅長生山武海匝松戸 印旛野田

アイスクリーム類製造業

乳類販売業

食肉処理業

特別牛乳さく取処理業

飲
食
店
営
業

食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業

氷雪製造業

氷雪販売業

合計市原君津安房香取市川習志野
保健所別

業種別

みそ製造業

菓子製造業

あん類製造業

表２－２　食品機動監視課保健所別監視状況

許
可
を
要
す
る
業
種

喫茶店営業

食品の冷凍または冷蔵業

魚肉ねり製品製造業

魚介類せり売り営業

食肉製品製造業

乳酸菌飲料製造業

食用油脂製造業

魚介類販売業

集乳業

乳製品製造業

乳処理業

かん詰又はびん詰食品
製造業

計

添加物製造業
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一般食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ 等 2
仕出し屋・ 弁当屋
旅館

その他 2

小 計 4

2 2 1

1

2
1 1 1

1 1 1

1

1 3 4 11

学　校
病院・診療所 
事業所

その他

小 計

2 2

2 2

※　法第１１条第１項の規定により規格が定められたものを除く

許
可
を
要
し
な
い
業
種

業種別

区分別

飲
食
店
営
業

器具、容器包装、おもちゃの製造業又は販売業

計

食品販売業（上記以外）
添加物製造業　※
添加物販売業
氷雪採取業

行政処分 その他 計

野菜・果実販売業
そうざい販売業
菓子（パンを含む）販売業

乳類販売業

食肉販売業
食肉製品製造業

指導票

給
食
施
設

乳さく取業
食品製造業

魚介類販売業

かん詰又はびん詰食品製造業

あん類製造業

食品の冷凍または冷蔵業
魚肉ねり製品製造業

アイスクリーム類製造業

ソース類製造業

計

表２－３　食品機動監視課業種別行政処分等の状況

菓子製造業

喫茶店営業
許
可
を
要
す
る
業
種

集乳業
乳製品製造業
特別牛乳さく取処理業
乳処理業

食肉処理業

魚介類せり売り営業

氷雪販売業

乳酸菌飲料製造業
食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
みそ製造業
醤油製造業

添加物製造業
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業
氷雪製造業

酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
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